
古民家等の歴史的建築物の活用のための
消防用設備等の基準の適用除外事例の情報共有

（平成26年4月1日 消防庁通知 消防予第114号）

消防用設備等の基準の適用除外に
該当するかの判断が円滑になる

関連する全国の事例を消防庁と消防
機関が情報共有するとともに、各地域
からの相談を受け付ける仕組みを構築
し、適用除外の事例を明確化

消防用設備等の基準の適用除外につ
いては、消防機関が、個別に防火対象
物の位置、構造又は設備の状況から

判断して運用

特例措置前

特例措置

効 果

規制改革の内容 規制改革の概要

＜事業の概要＞ 自治体の条例で指定した
歴史的建築物

各地域の
適用除外事例の報告

※平成26年４月１日消防庁通知

消防庁

全国の消防機関へ
情報共有

消防機関

円滑に
適用除外を判断

例：外気の流通により自火報免除
耐火構造により自火報免除
誘導灯の緩和 など

適用除外の考え方等を
記載したリーフレット
を作成・配布し、ホー
ムページで周知


